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徘
はい
徊
かい
の恐れのある高齢者をサポートします

　認知症高齢者などの徘徊による事故防止や家族の負担を軽減するため、小型タグ「Me-MAMORIO（みまもりお）」を無料で貸
し出しています。利用を希望する方は、長寿福祉課まで問い合わせてください。

長寿福祉課　☎443ー2150　

※認知症などによる徘徊またはその恐れのある方を事前に登録し、徘徊
　に気付いた時に専用ダイヤルに連絡すると、専門スタッフが24時間
365日体制で対応し、協力団体へ情報を配信します。

◆捜索協力者を募集しています
　市では、小型タグ「Me-MAMORIO」を使用した高齢者の
捜索について、捜索協力者を募集しています。協力してい
ただける方は、専用アプリ「MAMORIO（まもりお）」のダウン
ロードおよびアプリ起動依頼などのメールが届く「富山市
高齢者見守りメール」への登録をお願いします。

富山市高齢者
見守りメール

登録

アプリ「MAMORIO」ダウンロード

◀ iPhone
　（App	Store）

◀ Android
　（Google	Play	Store）

小型タグ「Me-MAMORIO」

サイズ／直径3７mm、厚み5.8mm　重量／７ｇ

　軽量で丸いボタン型なので、
上着や帽子に縫い付けたり、鞄

かばん

などに入れることができます。

市内に在住し、在宅で生活しているおおむね65歳以上の高齢者で、
「認知症高齢者徘徊SOS緊急ダイヤル（※）」に登録している方

対
象

小型タグ「Me-MAMORIO」の仕組み

①小型タグを身に着けた高齢者などの行方が分
からなくなった場合に、家族などが徘徊SOS緊急
ダイヤルに連絡をすると、一斉配信メールで捜索
協力者へ専用アプリの起動を促します。

捜索依頼 専用アプリ
起動依頼

家族など 捜索協力者徘徊SOS緊急ダイヤル

②捜索協力者や市内に設置してある固定アンテナと、小型タグ
を身に着けた高齢者などがすれ違うと、徘徊SOS緊急ダイヤル
や家族のスマートフォンなどに位置情報が届きます。

家族など 通信
（30m以内）

捜索協力者
※捜索協力者には　
　通知されません。

位置情報
通知

徘徊SOS緊急ダイヤル

固定アンテナ

　うつ病について学ぶ、全₃回の教室です。家族の接し方やこれからのことを一緒に考えてみませんか。

時間／13:30～15:30(受付13:00～)
場所／保健所（蜷川）
対象／市内に在住か通勤している、うつ病と診断された 
　　　方のご家族
講師／荒

あら

井
い

秀
ひで

樹
き

さん（さくらまちハートケアクリニック院長）
　　　公認心理師
定員／10人（申込順）
費用／無料
申込方法／₅月20日㈬から、電話で、保健所保健予防課へ。

開催日 テーマ

第₁回 ₆月11日㈭ うつ病を知りましょう
～症状と回復のみちすじ～

第₂回 ₇月₂日㈭ うつ病の理解を深める
～周囲の関わり～

第₃回 ₈月₆日㈭ うつ病家族の関わりについて

うつ病家族教室 保健所保健予防課　☎42８ー1152　
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●対　　象　市内で自ら居住するために、新築・増築またはリフォーム
する木造住宅で、床、内・外壁、天井など目に見える箇所に
市内産木材を20㎡以上使用する場合（ただし、使用する木材
量全体のうち、20%以上が市内産材であること）

●補助金額　・厚さ30㎜以上の板材 １㎡あたり3,000円
　　　　　　・厚さ30㎜未満の板材 １㎡あたり2,000円
　　　　　　※補助限度額は、１戸の住宅につき20万円です。
●申請方法　事前に、直接、森林政策課（市役所 4階）へ。

とやまの木が見える
家づくりに補助します

森林政策課　☎443－2019

※申請順に受け付けし、申請額の累計が年度予算額に達した場合、以降の
受け付けを終了します。詳細は、市ホームページ（「森林政策課のご案内」
で検索）をご覧になるか、問い合わせてください。

親子トレッキングを支援します スポーツ健康課　☎443－2141

　親子で実施するトレッキングに対して、補助金を交付します。

●補助対象　₆月から１0月までの間に、市内在住の小・中学生およびその親が、北アルプス立山
エリアおよび薬師岳エリアの山小屋などでの宿泊を伴って実施するトレッキング

　　　　　　※市のSNS（ソーシャルネットワーキングサービス）に、親子トレッキングを	
　　　　　　行った際の写真を掲載することへの同意が必要です。

●補助金額　親子₂人₁組につき、１0,000円を支給
　　　　　　※宿泊費・交通費に対し、₁人につき5,000円を限度として支給。子₁人の追	
　　　　　　加に対し、限度額に5,000円を加算。
　　　　　　※支給申請は、年度内で₁人につき₁回限り。
●申請方法　事前に、必要書類を、直接、スポーツ健康課（市役所₃階）へ。
　　　　　　※必要書類はスポーツ健康課の窓口にあるほか、市ホームページ（「親子トレッ	
　　　　　　キング」で検索）からもダウンロードできます。

環境政策課　☎443－2053

省エネ設備や太陽光発電システム
設置世帯を支援します
■省エネ設備を設置する世帯への支援
　市内の自ら居住する住宅に、令和₂年₄月₁日以後、新たに
下記表中の省エネ設備を設置した世帯に対して補助します。

補助対象となる省エネ設備 補助金額
H
ヘ ム ス
EMS（家庭用エネルギー管理システム） ₁万円
太陽熱利用システム 3万円
ペレットストーブ（木質ペレットを燃料とするストーブ） 5万円
エネファーム（家庭用燃料電池） 5万円
蓄電システム 5万円
地中熱利用システム １0万円
一括導入上乗せ加算額
（太陽光発電システム、HEMS、エネファーム、	蓄電システム
を同時に設置した場合）

₅万円

※ペレットストーブについては、事業所などに取り付けた場合も対象となります。
※令和₂年度中に設置した方は、令和₃年 4 月30日までに補助申請が必要です。

　市内の自ら居住する住宅に、令和₂年 4月 １日以
後、新たに太陽光発電システム（最大出力₂kW以上）
を設置し、電気事業者と系統連系した世帯に対して、
一律 5万円を補助します。

■太陽光発電システムを設置する世帯への支援

申込方法や必要書類など詳細は、市ホームページ
（「省エネ設備等導入補助事業」または「住宅用太陽光
発電システム補助事業」で検索）をご覧ください。

※系統連系とは、発電設備を電気事業者の送電線または
配電線に接続することです。

※令和₂年度中に系統連系した方は、令和₃年 4 月30日
までに補助申請が必要です。


